
【令和３年度版】感染症予防ガイドライン

今日から本格的に第１学期がスタートしました。現在，本県では，仙台市にま

ん延防止等重点措置，仙台市以外の自治体には県独自の緊急事態宣言が継続発令

されています。市内でも連日感染者の報告があり，依然として感染者の増加に歯

止めがかからない状況が続いています。

ここでは本校の令和３年度感染症予防ガイドラインを掲載します。３月まで消

毒をお願いしていた「ウイルスバスター隊」の派遣がなくなり，今後，教室やト

イレ等の施設・設備の消毒は，教職員と生徒で実施することになり，これまでの

ガイドラインを改定しています。

今後は，本ガイドラインに基づき感染症予防対策を徹底し，本校から「感染者

を出さない」，「感染を拡大させない」ように努めて参ります。
注：下線部は，令和３年１月２２日版から変更した内容です。

令和３年４月８日版

新型コロナウイルス感染症予防対策ガイドライン

１ 登校前
(1)生徒は家庭で健康観察と検温を行い，「健康観察カード」に体温等を記入
してから登校します。
※生徒本人や家族にかぜ症状（発熱，
咳，倦怠感等）がある時には，軽
い症状であっても登校はせず，ご
家庭で健康観察及び体調管理を行
ってください。

※家族が感染者や濃厚接触者となっ
た場合は速やかに学校に連絡をし
てください。その場合，生徒は登
校を控えることになります。

※感染への不安等の連絡があった場
合，状況を確認し「出席停止」とする場合があります。

(2)生徒本人にかぜ症状（発熱，咳，倦怠感等）がある場合はかかりつけ医に
電話で相談するか，かかりつけ医がいない場合は県の新型コロナウイルス
感染症に関する受診・相談センター（県 ･仙台市コールセンター）に電話を
して指示を受けてください。（コールセンター022-398-9211）

２ 登校時
(1)生徒はマスクを着用し，まわりの人と１～２メートルの距離をとり密集し
ないように指導します。

(2)昇降口では次の対応を行います。
①教員が生徒のマスク着用を確認します。
※未着用が続く場合，ご家庭に連絡し，マスク着用の協力を要請します。
②教員がお子様に検温結果や体調に関する問診を行いながら「健康観察カ
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ード」を回収します。
※家庭で検温を行っていない場合は，校舎に入る前に実施します。
※生徒に発熱やかぜの症状等がある場合，保健室にて再確認を行います。
症状が確認された時は速やかに保護者に連絡し，早退となります。

(3)生徒はアルコールで手指消毒を行ってから校舎に入ります。

【お願い】登校時，以下のものを生徒に持たせてください。
①マスク ②健康観察カード ③ハンカチ（手洗い後に使います）
④ビニール袋または布等（はずしたマスクを保管するもの）

３ 学校生活
(1)基本的にマスクを着用して生活します。
※給食や保健体育の授業，部活動等の特別な場合
を除く

(2)できる限り三密（密閉･密集 ･密接）を避け，まわ
りの人と１～２メートルの距離を保って生活しま
す。

(3)手洗いは30秒間，石けんを使用し丁寧に洗うこと，
自分のハンカチを使用することを指導します。

(4)以下の５つの場面では，必ず手洗いをするように
指導を徹底します。

① 屋外から教室に入る時（体育の授業の後など）
② トイレの後
③ 給食の前
④ 掃除の後
⑤ 部活動の後

(5)手が洗えない状況では，アルコール消毒を行います。
(6)その他，必要と思われる際には，その都度生徒に手洗いを促します。
(7)廊下に水道のない特別棟等では，各教室に手指消毒用のアルコールを設置
します。教科担任が必要に応じて指導します。

(8)ドアノブや手すり，電気スイッチなどの共用
部分に触れる回数をできる限り減らすように
指導します。

(9)トイレの中に入れる人数を５人までと制限し，
トイレ前に間隔を空けて足型の場所で並んで
んで待つように指導します（右写真）。

(10)教室は常時窓を開けて換気を行います。授業
終了後は教員は生徒に声掛けし，全てのドア
と窓を解放し，換気を行います。

(11)教室でエアコンを使用する場合も，換気を行います。

４ 授業
(1)教室ではコの字形の座席配置を中止し，正面を向いた座席配置とします
(2)生徒同士が対面で行う学習やグループ活動は最長でも15分以内とし，最小
限で行うこととします。

５ 給食・食事
(1)衛生環境に特に配慮するため，教員は準備前に給食当番の体調や手洗い状
況，マスクやエプロン，帽子，手袋の着用を確実に指導します。

(2)手洗いから配膳まで，周囲と距離をとり，密集しないように指導します。
（裏ページの図を参照してください）

①教室内が密にならないように廊下や配膳室等で配膳を行います。
②手洗いや配膳場所に向かう生徒の人数を制限し，並んでいる時の密を最小
限にします。

③配膳は３人で行い，お盆や食器に触れる頻度を下げます。



(3)机を向かい合わせにせず，授業時と同じ
座席配置で食事します。

(4)食事中，飛沫を飛ばさないように会話を
控える指導をします。

(5)下膳やゴミ回収も他の生徒のものに触れ
ないよう配慮を行い，また，学年ごとに
片付け場所を変えることによって，給食
室前の密を回避します。

６ 清掃
(1)清掃は授業終了後に全校生徒で一斉に行います。

時 刻 日 程

～１５：００ ６校時目終了

１５：００～１５：１５ 清掃（１５分間）

１５：１５～１５：２５ 帰りの会（１０分間）

１５：２５～１５：４０ 普通学級の消毒（担当生徒以外が教室を出たら実施する）

(2)普通学級では，掃き掃除の後に，回転モップを使用
し水拭きを行います。

(3)特別教室などでは，掃き掃除と不織布のモップを使
用して清掃を行います。
トイレ掃除は使い捨て手袋を着用します。

(4)換気を十分にしながら清掃を行います。
(5)飛沫感染防止のために，無言清掃を行います。
(6)清掃後には石けんによる手洗いを行います。

７ 消毒
(1) 消毒用アルコールを使用し，給食配膳前と清掃時の２回行います。
①普通教室・廊下等
【給食前】
・配膳台と生徒の机

【帰りの会後】
・生徒の机，椅子の背もたれ ・戸や窓の取っ手，かぎ等

②トイレ
【清掃時間中】
・入口や個室扉の取っ手 ・共用の教材や教具等 ・廊下のベンチ
・便座のふた ・照明等のスイッチ ・水道の蛇口等

③廊下・階段
【清掃時間中】
・手すり，窓のかぎ， ・ 流水ボタン･レバー ・水道の蛇口等
・廊下のベンチ ・ ペーパーホルダー

④特別教室等
【清掃時間中】
・入口や準備室の扉の取っ手 ・照明等のスイッチ ・水道の蛇口等
・共用の教材･教具等
※水道が少なく手洗いが徹底できないことや，机やイスを複数で共有
するため，手指消毒用アルコールを設置し，必要に応じて消毒する
ように指導します。

(3) 消毒者
教職員と生徒が実施します。



(4) その他
消毒液は給食や人体にかからないようにペーパータオルに噴霧し，拭き
伸ばします。

８ 部活動
(1)生徒の健康 ･安全を確保しながら，教師や指導員等の指導の下で活動させ
ます。また，手洗いや換気などの感染症対策を徹底します。

(2)三密（密閉･密集 ･密接）を避けるよう，活動内容を工夫します。
①同一箇所に複数の部が密集して活動しないよう，活動日や活動時間を適
切に設定します。

②部室等は生徒が一斉に利用しないように指示し，短時間で密集を防ぎな
がら使用します。

(3)疲労が蓄積すると感染リスクが高まるため，過度な練習等は控えます。ま
た，生徒の発熱やかぜの症状等が見られた場合，活動を中止し自宅で休養
させます。

(4)生徒や教師は周りの人との距離をできる限りとり，大声での会話や発を声
を控えます。

(5)マスクを不要とする条件は次のとおりです。
①屋外：生徒間に十分な距離を取っている場合
②屋内：適切に換気を実施しながら生徒間に十分な距離を取っている場合

９ 保健室利用について
発熱やかぜ症状のある生徒は保健室で対応し，それ以外のけが等には別室

で対応することで，感染拡大を防止します。

10 心のケアについて
学級担任や養護教諭を中心としたきめ細かな健康観察などから，児童生徒

の状況を的確に把握し，健康相談の実施やスクールカウンセラーによる支援
を行うなどして，心の健康問題に適切に取り組みます。

11 感染者，濃厚接触者等に対する偏見や差別について
本校では，新型コロナウイルス感染者や濃厚接触者とその家族，対策や治

療にあたる医療従事者とその家族に対する偏見や差別につながるような行為
は，断じて許されないものとして，新型コロナウイルス感染症に関する適切
な知識を基に指導を行い，偏見や差別が生じないようにします。

本日，試験メール配信日です

８日（新入生には９日）付けの配付物で保護者の皆様にお知ら
せしたとおり，本日１２日午後４時に配信メールシステムの試験
メールを配信いたしますので，登録状況をご確認ください。
今後は感染症や自然災害時の対応など，配信メールで学校から

の情報をお伝えする場面が増えていきます。未登録の方は速やか
に登録作業をお願いします。

《以下の方はご注意ください》
・以前に卒業した兄姉の登録だけしかしていない場合は，年度
更新によって以前の登録情報は削除されています。
そのため，在籍しているお子さんのお名前で再登録してください。

《登録で困ったら》
・まずは「サポート窓口兼個人情報保護管理窓口」にお問い合わせをしてください。
連絡先は「０１２０－４７－３７１２」です。


